
�愛媛県告示第２５９号
次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令第８号）

第１条第１項の規定による救急病院である。

平成２２年３月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

名 称 所 在 地 開 設 者 名 認 定 の
有効期限

宇和島社会保険
病院

宇和島市賀古町二丁目１
番３７号

社団法人全国社
会保険協会連合
会

平成２５年
２月２８日
まで

�������
�愛媛県告示第２６０号
次の県営土地改良事業の工事が完了したので、土地改良法（昭和

２４年法律第１９５号）第１１３条の２第３項の規定により公告する。

平成２２年３月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

農業用道路整備事業 いよ高縄地区 平成２１年１２月１１日

農業用用排水施設整備事業 いよ高縄地区 平成１９年３月２６日

ため池等整備事業 いよ高縄地区 平成２０年１１月１１日

ほ場整備事業 いよ高縄地区 平成１９年１２月１６日

�������
�愛媛県告示第２６１号
次の県営土地改良事業の工事が完了したので、土地改良法（昭和

２４年法律第１９５号）第１１３条の２第３項の規定により公告する。

平成２２年３月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

農業用用排水施設整備事業 いよ高縄２期地区 平成２１年３月２５日

ため池等整備事業 いよ高縄２期地区 平成２１年８月３１日

�������
�愛媛県告示第２６２号
次の県営土地改良事業の工事が完了したので、土地改良法（昭和

２４年法律第１９５号）第１１３条の２第３項の規定により公告する。

平成２２年３月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

農業用用排水施設整備、農業
用道路整備及び農地保全事業 津和地地区 平成２２年１月２６日

�������
�愛媛県告示第２６３号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第２項の規定により、

次のように保安林の指定を解除する。

平成２２年３月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除に係る保安林の所在場所

宇和島市津島町近家乙５の３５

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 解除の理由

道路用地とするため

�������
�愛媛県告示第２６４号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第２項の規定により、

次のように保安林の指定を解除する。

平成２２年３月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除に係る保安林の所在場所

西条市下島山字加納戸乙５４の４

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 解除の理由

土地改良事業用地とするため

発 行 愛 媛 県
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�愛媛県告示第２６５号
次のように公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」と

いう。）第２条第１項の規定に基づく埋立ての免許の出願があった。

法第３条第１項に規定する書面及び関係図書は、愛媛県庁、東予

地方局建設部及び西条市役所において告示の日から起算して３週間

公衆の縦覧に供する。

平成２２年３月９日

東予港港湾管理者 愛媛県

代表者 愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 出願者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代

表者の氏名及び住所

西条市

西条市明屋敷１６４番地

代表者 西条市長 伊藤 宏太郎

西条市大町２４４番地の４

２ 埋立区域及び埋立てに関する工事の施行区域

� 埋立区域

ア 位置

西条市ひうち字東ひうち１５番１から同市ひうち字東ひうち

１９番１を経て同市ひうち字東ひうち２８番に至る間の地先公有

水面

イ 区域

次の１点と２点を直線で結んだ線、３点と４点を直線で結

んだ線及び１点と４点、２点と３点を結ぶ平成２０年の秋分の

満潮位（Ｄ．Ｌ．＋３．２１メートル）の陸と公有水面との接す

る線により囲まれた区域

基点（西条市ひうち字東ひうち１８番地の国土地理院「東ひ

うち」四等三角点）は、北緯３３度５６分５２秒４１９８、東経１３３度

１２分５３秒１３５２の地点

１点は、基点から真北２６５度１１分５０秒８３４．５１メートルの地

点

２点は、１点から真北８０度３３分４８秒６．６１メートルの地点

３点は、基点から真北１６６度３２分４１秒４８９．４０メートルの地

点

４点は、３点から真北１５６度１３分２３秒４．１１メートルの地点

ウ 面積

８，９９７．５２平方メートル

� 埋立てに関する工事の施行区域

ア 位置

西条市ひうち字東ひうち２９番から同市ひうち字東ひうち１９

番１を経て同市ひうち字東ひうち１５番１に至る間並びに同市

ひうち字東ひうち１６番１から同市ひうち字東ひうち１７番１を

経て同市ひうち字東ひうち１８番１に至る間の地先公有水面及

び陸域

イ 区域

次のＡ点から�点を順次直線で結んだ線及びＶ点とＡ点を
直線で結んだ線により囲まれた区域

基点（西条市ひうち字東ひうち１８番地の国土地理院「東ひ

うち」四等三角点）は、北緯３３度５６分５２秒４１９８、東経１３３度

１２分５３秒１３５２の地点

Ａ点は、基点から真北２６７度３６分２７秒８７９．６０メートルの地

点

Ｂ点は、Ａ点から真北８０度３３分４８秒８６．６３メートルの地点

Ｃ点は、Ｂ点から真北１６９度１６分２６秒８０．００メートルの地点

Ｄ点は、Ｃ点から真北２６０度３３分４７秒２０．００メートルの地点

Ｅ点は、Ｄ点から真北１６９度１６分２８秒６７２．８２メートルの地

点

Ｆ点は、Ｅ点から真北８１度１３分２１秒３４１．３０メートルの地点

Ｇ点は、Ｆ点から真北３７度３４分０６秒８７．０６メートルの地点

Ｈ点は、Ｇ点から真北６６度１７分５０秒４３５．７５メートルの地点

Ｉ点は、Ｈ点から真北１５６度１３分２９秒１３．３１メートルの地点

Ｊ点は、Ｉ点から真北２４６度２５分０３秒４３４．８５メートルの地

点

Ｋ点は、Ｊ点から真北２１６度３５分１１秒８６．９２メートルの地点

Ｌ点は、Ｋ点から真北２６１度１３分２１秒３４６．１８メートルの地

点

Ｍ点は、Ｌ点から真北１６９度１６分１６秒３８．６１メートルの地点

Ｎ点は、Ｍ点から真北２５９度１７分１７秒１５．５０メートルの地点

Ｏ点は、Ｎ点から真北１６９度１６分１２秒２６．６６メートルの地点

Ｐ点は、Ｏ点から真北２１２度０８分２３秒５８．４５メートルの地点

Ｑ点は、Ｐ点から真北３０１度１８分３４秒１３．１３メートルの地点

Ｒ点は、Ｑ点から真北３１度５４分０２秒５０．２２メートルの地点

Ｓ点は、Ｒ点から真北３４９度１５分５２秒２３．７７メートルの地点

Ｔ点は、Ｓ点から真北２５９度１７分１５秒１５．５０メートルの地点

Ｕ点は、Ｔ点から真北３４９度１６分０２秒７２５．６２メートルの地

点

Ｖ点は、Ｕ点から真北２６０度３３分４９秒２０．００メートルの地点

ウ 面積

５３，０８７．９９平方メートル

３ 埋立地の用途

輸送用機械器具製造業用地 約４，９１０平方メートル

道路用地 約４００平方メートル

水路用地 約３，６９０平方メートル

４ 出願年月日

平成２２年１月１３日

�������
�愛媛県告示第２６６号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第８条第１項の規定に基づく特定施設の構造

等の変更の許可の申請があった。

なお、法第８条第３項において準用する法第５条第３項に規定す

る書面は、愛媛県四国中央保健所及び四国中央市役所において告示

の日から３週間公衆の縦覧に供する。

平成２２年３月９日

愛媛県四国中央保健所長 河 野 英 明

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

イトマン株式会社

四国中央市金生町下分６８１番地

代表取締役 伊藤俊一郎

２ 事業場の名称及び所在地

イトマン株式会社

四国中央市金生町下分６８１番地

３ 特定施設の種類

水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第１８８号）別表第１第２３

号イ、ヘ、ト、チ

愛 媛 県 報平成２２年３月９日 第２１４７号
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４ 変更しようとする事項の内容

排出水の汚染状態及び量の変更

５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

� �１工場排水口
変更なし

備考 この他に雨水排水口が１３箇所（今回１箇所廃止し、５箇

所新設する。）ある。

�������
�愛媛県告示第２６７号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく特定施設の設置

の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県今治保健所及び

今治市役所において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する。

平成２２年３月９日

愛媛県今治保健所長 上 田 昭

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

東洋繊維協同組合

今治市旭町五丁目４番地３

代表理事 田中 愛子

２ 事業場の名称及び所在地

東洋繊維協同組合

今治市旭町五丁目４番地３

３ 特定施設に関する事項

� ６０玉チーズ糊付機（�１８）

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号。以下「政令」という。）別表第１
第１９号 チ 薬液浸透施設

特 定 施 設 の 能 力 １回あたり２７０キログラム

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後１５日

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 間歇

特定施設の１日当たりの使用
時間 ５時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 無し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

濃厚排水

通常 ７～８

最大 ７～８

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

濃厚排水

通常 ４５０

最大 ５００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

濃厚排水

通常 ４０

最大 ６０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

濃厚排水

通常 ２．０

最大 ３．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

濃厚排水

通常 ２．０

最大 ２．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

濃厚排水

通常 ２０

最大 ２０

� ４０玉チーズ染色機（�１９～２１）

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第１９号 ト 染色施設

特 定 施 設 の 能 力 １回あたり１８０キログラム

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後１５日

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 間歇

特定施設の１日当たりの使用
時間 ８時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 無し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

洗浄排水
通常 ７～９
最大 ７～１０

濃厚排水
通常 ７～１２
最大 ７～１３

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

洗浄排水
通常 ８０
最大 １２０

濃厚排水
通常 ４５０
最大 ５００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

洗浄排水
通常 ７０
最大 ８０

濃厚排水
通常 ８０
最大 １００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

洗浄排水
通常 ７．０
最大 １１．０

濃厚排水
通常 １０．０
最大 １５．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

洗浄排水
通常 ３．０
最大 ６．０

濃厚排水
通常 ４．０
最大 １０．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

洗浄排水
通常 ６０
最大 ８５

濃厚排水
通常 ５０
最大 ５５

� オーバーマイヤー（�２２、２３）

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第１９号 ト 染色施設

特 定 施 設 の 能 力 １回あたり５０キログラム

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後１５日

愛 媛 県 報 第２１４７号平成２２年３月９日
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使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 間歇

特定施設の１日当たりの使用
時間 ８時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 無し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

洗浄排水
通常 ７～９
最大 ７～１０

濃厚排水
通常 ７～１２
最大 ７～１３

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

洗浄排水
通常 ４０
最大 ８０

濃厚排水
通常 ４００
最大 ４５０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

洗浄排水
通常 ５０
最大 ６０

濃厚排水
通常 ５０
最大 ６０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

洗浄排水
通常 ９．０
最大 １３．０

濃厚排水
通常 １０．０
最大 １５．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

洗浄排水
通常 ３．０
最大 ６．０

濃厚排水
通常 ４．０
最大 １０．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

洗浄排水
通常 ２５
最大 ４０

濃厚排水
通常 １５
最大 ２０

� オーバーマイヤー（�２４～２７）

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第１９号 ト 染色施設

特 定 施 設 の 能 力 １回あたり１００キログラム

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後１５日

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 間歇

特定施設の１日当たりの使用
時間 ８時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 無し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

洗浄排水
通常 ７～９
最大 ７～１０

濃厚排水
通常 ７～１２
最大 ７～１３

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

洗浄排水
通常 ４０
最大 ８０

濃厚排水
通常 ４００
最大 ４５０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

洗浄排水
通常 ５０
最大 ６０

濃厚排水
通常 ５０
最大 ６０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

洗浄排水
通常 ９．０
最大 １３．０

濃厚排水
通常 １０．０
最大 １５．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

洗浄排水
通常 ３．０
最大 ６．０

濃厚排水
通常 ４．０
最大 １０．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

洗浄排水
通常 ４０
最大 ６０

濃厚排水
通常 ３０
最大 ３５

� １００�リング染色機（�２８、２９）

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第１９号 ト 染色施設

特 定 施 設 の 能 力 １回あたり１００キログラム

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後１５日

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 間歇

特定施設の１日当たりの使用
時間 ８時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 無し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

洗浄排水
通常 ６～８
最大 ６～８

濃厚排水
通常 ６～８
最大 ６～８

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

洗浄排水
通常 ８０
最大 １００

濃厚排水
通常 ４５０
最大 ５００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

洗浄排水
通常 ２０
最大 ３０

濃厚排水
通常 ３０
最大 ４０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

洗浄排水
通常 ３．０
最大 ６．０

濃厚排水
通常 ４．０
最大 ７．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

洗浄排水
通常 １．５
最大 ３．０

濃厚排水
通常 ２．０
最大 ６．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

洗浄排水
通常 ４０
最大 ５０

濃厚排水
通常 ３０
最大 ３５
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� １００�スイングエース（�３０）

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第１９号 ト 染色施設

特 定 施 設 の 能 力 １回あたり１００キログラム

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後１５日

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 間歇

特定施設の１日当たりの使用
時間 ８時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 無し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

洗浄排水
通常 ６～８
最大 ６～８

濃厚排水
通常 ６～８
最大 ６～８

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

洗浄排水
通常 ８０
最大 １００

濃厚排水
通常 ４５０
最大 ５００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

洗浄排水
通常 ２０
最大 ３０

濃厚排水
通常 ３０
最大 ４０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

洗浄排水
通常 ３．０
最大 ６．０

濃厚排水
通常 ４．０
最大 ７．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

洗浄排水
通常 １．５
最大 ３．０

濃厚排水
通常 ２．０
最大 ６．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

洗浄排水
通常 ４０
最大 ５０

濃厚排水
通常 ３０
最大 ３５

� ５００�漂白機（�３１、３２）

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第１９号 へ 漂白機及び漂
白そう

特 定 施 設 の 能 力 １回あたり５００キログラム

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後１５日

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 間歇

特定施設の１日当たりの使用
時間 ８時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 無し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

洗浄排水
通常 ７～９
最大 ７～１０

濃厚排水
通常 ７～１２
最大 ７～１３

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

洗浄排水
通常 ４０
最大 ８０

濃厚排水
通常 ４００
最大 ４５０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

洗浄排水
通常 ７０
最大 ８０

濃厚排水
通常 ８０
最大 １００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

洗浄排水
通常 ３．０
最大 ６．０

濃厚排水
通常 ４．０
最大 ７．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

洗浄排水
通常 １．５
最大 ３．０

濃厚排水
通常 ２．０
最大 ６．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

洗浄排水
通常 １１０
最大 １２５

濃厚排水
通常 ９０
最大 １００

� ３００�リング染色機（�３３）

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第１９号 ト 染色施設

特 定 施 設 の 能 力 １回あたり３００キログラム

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後１５日

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 間歇

特定施設の１日当たりの使用
時間 ８時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 無し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

洗浄排水
通常 ６～８
最大 ６～８

濃厚排水
通常 ６～８
最大 ６～８

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

洗浄排水
通常 ４０
最大 ８０

濃厚排水
通常 ４００
最大 ４５０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

洗浄排水
通常 ３０
最大 ４０

濃厚排水
通常 ８０
最大 １００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

洗浄排水
通常 ３．０
最大 ６．０

濃厚排水
通常 ４．０
最大 ７．０

愛 媛 県 報 第２１４７号平成２２年３月９日

１９０



りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

洗浄排水
通常 １．５
最大 ３．０

濃厚排水
通常 ２．０
最大 ６．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

洗浄排水
通常 ８０
最大 １０５

濃厚排水
通常 ７７
最大 ９４

� 糊抜施設（�３４）

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第１９号 リ のり抜き施設

特 定 施 設 の 能 力 １回あたり１５０キログラム

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後１５日

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 間歇

特定施設の１日当たりの使用
時間 ４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 無し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

濃厚排水

通常 ７～８

最大 ７～８

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

濃厚排水

通常 ４００

最大 ４５０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

濃厚排水

通常 ４０

最大 ６０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

濃厚排水

通常 ４．０

最大 ７．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

濃厚排水

通常 ２．０

最大 ６．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

濃厚排水

通常 ２０

最大 ３０

� ３００�糊抜施設（�３５）

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第１９号 リ のり抜き施設

特 定 施 設 の 能 力 １回あたり３００キログラム

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後１５日

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 間歇

特定施設の１日当たりの使用
時間 ８時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 無し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

濃厚排水
通常 ７～８
最大 ７～１０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

濃厚排水
通常 ４００
最大 ４５０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

濃厚排水
通常 ４０
最大 ６０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

濃厚排水
通常 ４．０
最大 ７．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

濃厚排水
通常 ２．０
最大 ６．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

濃厚排水
通常 ４０
最大 ５０

� ３玉チーズ染色機（�３６）

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第１９号 ト 染色施設

特 定 施 設 の 能 力 １回あたり１６．８キログラム

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後１５日

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 間歇

特定施設の１日当たりの使用
時間 ４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 無し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

濃厚排水

通常 ７～１０

最大 ７～１２

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

濃厚排水

通常 ４００

最大 ４５０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

濃厚排水

通常 ４０

最大 ５０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

濃厚排水

通常 １０．０

最大 １５．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

濃厚排水

通常 ４．０

最大 １０．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

濃厚排水

通常 １

最大 ２
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処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ７～１２

最大 ７～１２

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ４２５

最大 ４７５

通常 ４２５

最大 ４７５

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ６７

最大 ８４

通常 ６７

最大 ８４

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ７．３

最大 １１．３

通常 ７．３

最大 １１．３

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３．１０

最大 ８．１１

通常 ３．１０

最大 ８．１１

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ９５０

最大 １，１００

通常 ９５０

最大 １，１００

� �２排水処理施設

設 置 年 月 日 昭和４７年１２月

処 理 施 設 の 種 類 生物処理

処 理 施 設 の 型 式 活性汚泥処理

処 理 施 設 の 構 造 鉄筋コンクリート製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦１１．６メートル、横３２．４メートル、
高さ５．５メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり１，２００立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 活性汚泥処理

処理施設の使用時間間隔 連続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 無し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ４２５

最大 ４７５

通常 ５９

最大 ８４

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ６７

最大 ８４

通常 ６３

最大 ８５

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ７．３

最大 １１．３

通常 ６．２

最大 １０．４

� チーズ染色機（�３７～４０）

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第１９号 ト 染色施設

特 定 施 設 の 能 力 １回あたり５．６キログラム

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後１５日

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 間歇

特定施設の１日当たりの使用
時間 ４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 無し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

濃厚排水

通常 ７～１０

最大 ７～１２

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

濃厚排水

通常 ４００

最大 ４５０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

濃厚排水

通常 ４０

最大 ５０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

濃厚排水

通常 １０．０

最大 １５．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

濃厚排水

通常 ４．０

最大 １０．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

濃厚排水

通常 ０．５

最大 １

４ 汚水等の処理施設に関する事項

� �１排水処理施設

設 置 年 月 日 昭和４７年１２月

処 理 施 設 の 種 類 化学処理

処 理 施 設 の 型 式 ｐＨ調整

処 理 施 設 の 構 造 鉄筋コンクリート製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦１０メートル、横１１メートル、
高さ４メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり１，２００立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 ｐＨ調整

処理施設の使用時間間隔 連続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 無し

愛 媛 県 報 第２１４７号平成２２年３月９日
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�愛媛県告示第２６８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第１項の規定に

より、今治市から次のとおり土地改良事業の工事が完了した旨の届

出があった。

平成２２年３月９日

愛媛県東予地方局長 佐 伯 隆 志

�愛媛県告示第２６９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年３月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

農業用用排水施設整備事業 蒼社川地区 平成１５年３月２５日

ほ場整備事業 法界寺地区 平成１７年３月２５日

農業用用排水施設整備事業 明田地区 平成１８年１月２７日

ほ場整備及び暗渠排水事業 明田地区 平成１９年３月１６日

ため池等整備事業 鳥越地区 平成１９年５月２３日

ため池等整備事業 カシヤ熊地区 平成１９年１１月２２日

５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大

の値並びに汚水等の１日当たりの量

�１排水口

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ６０

最大 ９２

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ６０

最大 ７５

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ６．０

最大 １０．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２．５０

最大 ６．００

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２，０００

最大 ２，５００

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３．１０

最大 ８．１１

通常 ２．６１

最大 ７．３７

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ９５０

最大 １，１００

通常 ９５０

最大 １，１００

� �３排水処理施設

設 置 年 月 日 昭和４７年１２月

処 理 施 設 の 種 類 化学処理

処 理 施 設 の 型 式 ｐＨ調整

処 理 施 設 の 構 造 鉄筋コンクリート製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦１１メートル、横４メートル、
高さ４メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり１，８００立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 ｐＨ調整

処理施設の使用時間間隔 連続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 無し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ７～１０

最大 ７～１０

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ６１

最大 ９９

通常 ６１

最大 ９９

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５７

最大 ６７

通常 ５７

最大 ６７

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５．８

最大 ９．７

通常 ５．８

最大 ９．７

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２．４０

最大 ４．９２

通常 ２．４０

最大 ４．９２

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １，０５０

最大 １，４００

通常 １，０５０

最大 １，４００
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�愛媛県告示第２７０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年３月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２７１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局久万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年３月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２７２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局久万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年３月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 内子双海線 伊予市双海町高岸字岩ノ上甲１１０４番１１

旧 ５．０ ０．０１５

新 １０．２～１１．３ ０．０１５

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 内子双海線 伊予市双海町高岸字岩ノ上甲１１０４番１１ 平成２２年３月９日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 久万中山線
上浮穴郡久万高原町二名甲７６４番２から

同町二名甲１１７３番２まで

旧 ６．０～７．０ ０．０６２

新 ９．１～１０．４ ０．０６２

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 久万中山線
上浮穴郡久万高原町二名甲７６４番２から

同町二名甲１１７３番２まで
平成２２年３月９日
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平成２２年３月９日 発行

愛 媛 県 報 第２１４７号平成２２年３月９日
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